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22.優
ゆ う せ ん ど う ろ

先道路
「優

ゆ う せ ん ど う ろ

先道路」の標
ひょうしき

識のある道
ど う ろ

路や交
こ う さ て ん

差点の中
なか

ま
で中

ちゅうおうせん

央線や車
しゃりょうつうこうたい

両通行帯がある道
ど う ろ

路をいいます。

23.安
あ ん ぜ ん ち た い

全地帯
路
ろ め ん で ん し ゃ

面電車に乗
の

り降
お

りす
る人

ひと

や道
ど う ろ

路を横
おうだん

断する
歩
ほ こ う し ゃ

行者の安
あんぜん

全を図
はか

るた
めに、道

どうろじょう

路上に設
もう

けら
れた島

しまじょう

状の施
し せ つ

設や、標
ひょう

識
しき

と標
ひょうじ

示によって示
しめ

さ
れた道

ど う ろ

路の部
ぶ ぶ ん

分をいい
ます。

24.車
しゃりょうつうこうたい

両通行帯
車
くるま

が、道
ど う ろ

路の定
さだ

められた部
ぶ ぶ ん

分を通
つうこう

行するように
標
ひょうじ

示によって示
しめ

された道
ど う ろ

路の部
ぶ ぶ ん

分をいいます。
「車

しゃせん

線」や「レーン」とも呼
よ

ばれます。

25.専
せんようつうこうたい

用通行帯
標
ひょうしき

識や標
ひょうじ

示によって示
しめ

された車
くるま

だけが通
つうこう

行で
きる車

しゃりょうつうこうたい

両通行帯をいいます。

26.軌
き ど う し き

道敷
路
ろ め ん で ん し ゃ

面電車が通
つうこう

行するために必
ひつよう

要な道
ど う ろ

路の部
ぶ ぶ ん

分
で、レールの敷

し

いてある内
う ち が わ ぶ ぶ ん

側部分とその両
りょうがわ

側
0.61mの範

は ん い

囲をいいます。

27.信
し ん ご う き

号機
道
ど う ろ

路の交
こうつう

通に関
かん

し、電
で ん き

気によって操
そ う さ

作された
灯
と う か

火により、交
こ う つ う せ い り

通整理などのための信
しんごう

号を表
ひょう

示
じ

する装
そ う ち

置をいいます。

28.標
ひょうしき

識
道
ど う ろ

路の交
こうつう

通に関
かん

し、規
き せ い

制や
指
し じ

示などを示
しめ

す標
ひょうじばん

示板のこ
とをいいます。

29.標
ひょうじ

示
道
ど う ろ

路の交
こうつう

通に関
かん

し、規
き せ い

制や
指
し じ

示のため、ペイントやび
ょうなどによって路

ろ め ん

面に示
しめ

された線
せん

や記
き ご う

号や文
も じ

字のこ
とをいいます。

30.運
うんてん

転
道
ど う ろ

路で、車
くるま

や路
ろ め ん で ん し ゃ

面電車をその本
ほんらい

来の用
もち

い方
かた

に 
従
したが

って用
もち

いること（自
じ ど う う ん こ う そ う ち

動運行装置を使
し よ う

用する
場
ば あ い

合を含
ふく

みます。）をいいます。

31.駐
ちゅうしゃ

車
車
くるま

などが客
きゃくま

待ち、荷
に ま

待ち、荷
に も つ

物の積
つ

みおろし、
故
こしょう

障その他
た

の理
り ゆ う

由により継
けいぞくてき

続的に停
て い し

止するこ
と（人

ひと

の乗
の

り降
お

りや5分
ふ ん い な い

以内の荷
に も つ

物の積
つ

みお
ろしのための停

て い し

止を除
のぞ

きます。）や、運
うんてんしゃ

転者が
車
くるま

から離
はな

れてすぐに運
うんてん

転できない状
じょうたい

態で停
て い し

止
することをいいます。

32.停
ていしゃ

車
駐
ちゅうしゃ

車にあたらない車
くるま

の停
て い し

止をいいます。

33.徐
じょこう

行
車
くるま

がすぐに停
て い し

止できるような速
そ く ど

度で進
しんこう

行する
ことをいいます。（一

いっぱんてき

般的に、ブレーキを操
そ う さ

作
してから停

て い し

止するまでの距
き ょ り

離がおおむね1m
以
い な い

内の速
そ く ど

度で、10km/h以
い か

下の速
そ く ど

度であると
いわれています。）

主 な 用 語 の 意 味

島状の安全地帯

標識と標示によって
示された安全地帯

専 用
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34.追
お

い越
こ

し
車
くるま

が進
し ん ろ

路を変
か

えて、進
しんこうちゅう

行中の前
まえ

の車
くるま

などの前
ぜん

方
ぽう

に出
で

ることをいいます。

35.追
お

い抜
ぬ

き
車
くるま

が進
し ん ろ

路を変
か

えないで、進
しんこうちゅう

行中の前
まえ

の車
くるま

など
の前

ぜんぽう

方に出
で

ることをいいます。

36.交
こうつうこうがい

通公害
道
ど う ろ

路の交
こうつう

通が原
げんいん

因で生
しょう

じる大
た い き

気の汚
お せ ん

染、騒
そうおん

音
や振

しんどう

動によって、人
ひと

の健
けんこう

康や生
せいかつかんきょう

活環境に被
ひ が い

害
が生

しょう

じることをいいます。

37.歩
ほ こ う し ゃ

行者
道
ど う ろ

路を通
つうこう

行している人
ひと

をいいます。

  「歩
ほ こ う ほ じ ょ し ゃ

行補助車など」とは、歩
ほ こ う ほ じ ょ し ゃ

行補助車（老
ろう

人
じん

などが歩
ほ こ う

行を補
ほ じ ょ

助するため用
もち

いる手
て お

押し
車
ぐるま

）と小
しょうによう

児用の車
くるま

、ショッピングカート
（買

か

い物
ものよう

用の手
て

押
お

し車
ぐるま

）をいいます。低
ていしゅつ

出
力
りょく

の電
でん

動
どう

機
き

のついたものもあります。

38.こう配
ばい

の急
きゅう

な坂
さか

おおむね10％（約
やく

6度
ど

）以
いじょう

上のこう配
ばい

の坂
さか

を
いいます。

39.車
しゃりょうそうじゅうりょう

両総重量
 車
しゃりょうそうじゅうりょう

両総重量＝車
くるま

の重
じゅうりょう

量＋最
さいだいせきさいりょう

大積載量＋乗
じょうしゃてい

車定
員
いん

の重
じゅうりょう

量（1人
り

を55kgとして計
けいさん

算）のことをい
います。（通

つうじょう

常は○○kgで表
あら

わします。）

40.総
そうはいきりょう

排気量
エンジンの大

おお

きさを表
あら

わすのに用
もち

いられる
数
す う ち

値で、数
す う ち

値が大
おお

きくなるほどその車
くるま

の馬
ば り き

力
やトルクなどが大

おお

きくなります。（通
つうじょう

常は○○
ccで表

あら

わします。）

41.定
ていかくしゅつりょく

格出力
電
でんどう

動モーターで走
そうこう

行する車
くるま

の出
しゅつりょく

力の大
おお

きさを
示
しめ

す数
すう

値
ち

です。（通
つうじょう

常は○○kwで表
あら

わします。）

10m

約6゜
1m

乗車定員

最大積載量

車の重量
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●数
す う じ

字につけられている表
ひょうげん

現の意
い み

味
①以

い

　上
じょう

……その数
す う じ

字を含
ふく

めて大
おお

きい数
す う じ

字
（例

れい

 5以
いじょう

上＝5,6,7…）
②以

い

　下
か

……その数
す う じ

字を含
ふく

めて小
ちい

さい数
す う じ

字
（例

れい

 5以
い か

下＝5,4,3…）
③こえる……その数

す う じ

字を含
ふく

まずそれより大
おお

きい数
す う じ

字
 （例

れい

 5をこえる＝6,7,8…）
④未

み

　満
まん

……その数
す う じ

字を含
ふく

まずそれより小
ちい

さい数
す う じ

字
 （例

れい

 5未
み ま ん

満＝4,3,2…）

道
ど う ろ

路を歩
ある

いている人
ひと

身
しんたいしょう

体障がい者
しゃよう

用の車
くるま

いすで通
つうこう

行している人
ひと

歩
ほこうほじょしゃ

行補助車などを用
もち

いて通
つうこう

行している人
ひと

エンジンをかけているものや側
そくしゃ

車のつ
いているもの、他

た

の車
くるま

をけん引
いん

してい
るものは除

のぞ

かれます。

自
じどうにりんしゃ

動二輪車や原
げんどうきつきじてんしゃ

動機付自転車、二
にりん

輪または
三
さん

輪
りん

の自
じてんしゃ

転車、その他
た

法
ほうれい

令で定
さだ

められた基
き

準
じゅん

を満
み

たす車
しゃりょう

両を押
お

して歩
ある

いている人
ひと

( ）

歩
ほこうしゃ

行者（歩
ほこうしゃ

行者として扱
あつか

われる場
ば あ い

合を含
ふく

む。）
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①　規制標識 〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

①　自
じてんしゃどう

転車道や自
じてんしゃせんようどうろ

転車専用道路を示
しめ

します。

②　普
ふつうじてんしゃいがい

通自転車以外の車
くるま

と歩
ほこうしゃ

行者は、通
つう

行
こう

できません。

31.　自
じてんしゃせんよう

転車専用

（325の2）

大
おおがたかもつじどうしゃ

型貨物自動車と特
とくていちゅうがたかもつじどうしゃ

定中型貨物自動車、
大
おおがたとくしゅじどうしゃ

型特殊自動車は、左
ひだり

から一
いちばんめ

番目の車
しゃりょう

両
通
 つうこうたい

行帯を通
つうこう

行しなければなりません。

39.　特
とくてい

定の種
しゅるい

類の車
しゃりょう

両の通
つうこうくぶん

行区分

（327の2）

車
くるま

は、標
ひょうじばん

示板の示
しめ

す通
つうこうくぶん

行区分に従
したが

って
通
つう

行
こう

しなければなりません。

38.　車
しゃりょうつうこうくぶん

両通行区分

軽
車
両

二
　
輪

（327）

32.　自
じ て ん し ゃ お よ

転車及び歩
ほこうしゃせんよう

行者専用

（325の3）

けん引
いんじどうしゃ

自動車は、標
ひょうじばん

示板の示
しめ

す通
つうこう

行区
く

分
ぶん

に従
したが

って通
つうこう

行しなければなりません。

40.　けん引
いんじどうしゃ

自動車の高
こうそくじどうしゃこくどうつうこうくぶん

速自動車国道通行区分

（327の3）

標
ひょうじばん

示板に表
ひょうじ

示された車
くるま

の専
せんよう

用の通
つうこうたい

行帯
を示

しめ

します。

41.　専
せんようつうこうたい

用通行帯

専 用

（327の4）

普
ふ つ う

通自
じ

転
てんしゃ

車の専
せんよう

用の通
つうこうたい

行帯を示
しめ

します。

42.　普
ふ つ う

通自
じ

転
てん

車
しゃ

専
せんようつうこうたい

用通行帯

（327の4の2）

①　歩
ほこうしゃせんようどうろ

行者専用道路（歩
ほこうしゃ

行者だけの通
つうこう

行の
ために設

もう

けられた道
ど う ろ

路）を示
しめ

します。

②　歩
ほこうしゃようどうろ

行者用道路を示
しめ

します。

標
ひょうじばん

示板に示
しめ

された車
くるま

で、道
ど う ろ か ん り し ゃ

路管理者の
許
き ょ か

可を受
う

けた車
くるま

が停
ていりゅう

留することができる
施
し せ つ

設であることを示
しめ

します。

33.　歩
ほこうしゃせんよう

行者専用

35.　許
きょかしゃりょう

可車両（組
くみあわ

合せ）専
せんよう

用

（325の4）

（325の6）

車
くるま

は、矢
やじるし

印の示
しめ

す方
ほうこう

向の反
はんたい

対
方
ほう

向
こう

には通
つうこう

行できません。

36.　一
いっぽうつうこう

方通行

（326-A・B）

路
ろ せ ん

線バスなどの優
ゆうせんつうこうたい

先通行帯を示
しめ

します。

43.　路
ろ せ ん

線バス等
とうゆうせんつうこうたい

優先通行帯

優 先

（327の5）

けん引
いんじどうしゃ

自動車は、左
ひだり

から一
いちばんめ

番目の車
しゃりょう

両
通
つう

行
こうたい

帯を通
つうこう

行しなければなりません。

44.　けん引
いんじどうしゃ

自動車の自
じどうしゃせんようどうろだいいちつうこうたい

動車専用道路第一通行帯通
つうこうしていくかん

行指定区間

（327の6）

標
ひょうじばん

示板に示
しめ

された車
くるま

で、道
ど う ろ か ん り し ゃ

路管理者の許
き ょ か

可を受
う

けた車
くるま

が停
ていりゅう

留することができる施
し せ つ

設であることを示
しめ

しています。

34.　許
きょかしゃりょうせんよう

可車両専用

自
じ

転
てんしゃ

車は、矢
やじるし

印の示
しめ

す方
ほうこう

向の
反
はんたい

対方
ほう

向
こう

には通
つうこう

行できません。

37.　自
じ

転
てんしゃ

車一
いっぽうつうこう

方通行

（326の2-A・B）

①　自
じてんしゃほこうしゃせんようどうろ

転車歩行者専用道路を示
しめ

し、普
ふ つ う

通自
じ

転
てんしゃ

車と歩
ほこうしゃいがい

行者以外は通
つうこう

行できません。

②　普
ふ つ う じ て ん し ゃ

通自転車が通
つうこう

行できる歩
ほこうしゃようどう

行者用道
路
ろ

であることを示
しめ

します。

③　普
ふ つ う じ て ん し ゃ

通自転車が通
つうこう

行できる歩
ほ ど う

道である
ことを示

しめ

します。

（路
ろせん

線バス、貸
かしきり

切バスなど） （タクシー） （トラック）

（325の5-A～C）
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法2Ⅲ
　17Ⅰ､Ⅲ
　17の2
道路法48の15

車道通行の原則と例外1

路側帯の種類と通行
ピックアップPick up

＊３

道路に面した場所…
　道路に面したところ
にあるガソリンスタン
ドや倉庫、車庫、駐車
場などをいいます。

※P.56参照。

＊２

普通自転車…
　四輪以下の自転車
で、側車や運転者席以
外の乗車装置がなく、
車長1.9m以下、車幅
0.6m以下のものをい
います。

＊１

車道を通行…
普通自転車は、以下

の場合は歩道を通行す
ることができます。

①　道路標識等で通行
できることとされ
ている場合。

②　13歳未満のこどもや
70歳以上の高齢者、
身体障がい者が運
転している場合。

③　交通状況により、
安全の確保のため
やむを得ない場合。

①　車
くるま

は、歩
ほ ど う

道や路
ろ そ く た い

側帯と車
しゃどう

道の区
く べ つ

別のある道
ど う ろ

路では、車
しゃどう

道を通
つうこう

行しなけれ

ばなりません。＊１また、普
ふ つ う じ て ん し ゃ

通自転車＊２以
い が い

外の車
くるま

は、自
じ て ん し ゃ

転車歩
ほ こ う

行者
しゃ

専
せ ん よ う ど う ろ

用道路

を通
つうこう

行してはいけません。

　　しかし、道
ど う ろ

路に面
めん

した場
ば し ょ

所＊３に出
で い

入りするために、これらの道
ど う ろ

路の部
ぶ

分
ぶん

を横
よ こ ぎ

切るときなどは通
つうこう

行することができます。 

②　二
に り ん し ゃ

輪車を押
お

して歩
ある

くときは「歩
ほ こ う し ゃ

行者」として扱
あつか

われるので、歩
ほ ど う

道など（歩
ほ

道
どう

と路
ろ そ く た い

側帯）を通
つうこう

行することができます。

　　しかし、エンジンをかけているものや側
そくしゃつき

車付のもの、ほかの車
くるま

をけん引
いん

しているものを押
お

しているときは歩
ほ こ う し ゃ

行者として扱
あつか

われませんので、歩
ほ ど う

道な

どを通
つうこう

行することはできません。

③　軽
けいしゃりょう

車両は、道
ど う ろ

路の左
ひだりがわ

側に設
もう

けられた路
ろ そ く た い

側帯を通
つうこう

行することができます。

　　しかし、著
いちじる

しく歩
ほ こ う し ゃ

行者の通
つうこう

行を妨
さまた

げるときや白
しろ

の二
に ほ ん

本の実
じっせん

線で示
しめ

された

路
ろ そ く た い

側帯（歩
ほ こ う し ゃ よ う ろ そ く た い

行者用路側帯）は通
つうこう

行することができません。

歩道のある道路 路側帯のある道路

路側帯 駐停車禁止路側帯 歩行者用路側帯

歩行者と軽車両が通行できる 歩行者と軽車両が通行できる 歩行者のみ通行できる

道
路
の
左
端

道
路
の
左
端

道
路
の
左
端

車
道

車
道

車
道

間違えないように…

　歩道のある道路で、
車道の左端に引かれ
ている白の実線は
「路側帯」ではありま
せん。「車道外側線」
といい、その線と歩
道の間も車道として
扱われます。

ちょっと注目

歩  

道
車  

道

車
道
外
側
線

　
　

道
路
の
左
端



　旧デザインの
高齢者マークも
当面は使用でき
ます。

　自
じ ど う し ゃ

動車の運
うんてんしゃ

転者は、危
き け ん

険をさけるためやむを得
え

ない場
ば あ い

合のほかは、つぎの

車
くるま

の側
そくほう

方に幅
は ば よ

寄せをしたり、前
ぜんぽう

方に無
む り

理に割
わ

り込
こ

んではいけません。

①　初
しょしんうんてんしゃひょうしき

心運転者標識をつけた準
じゅんちゅうがたじどうしゃ

中型自動車

　または普
ふ つ う

通自
じ ど う し ゃ

動車

②　高
こうれいうんてんしゃひょうしき

齢運転者標識をつけた普
ふ つ う

通自
じ ど う し ゃ

動車

③ 　聴
ちょうかくしょう

覚障がい者
しゃひょうしき

標識をつけ準
じゅんちゅうがたじどうしゃ

中型自動車　

または普
ふ つ う

通自
じ ど う し ゃ

動車

④　身
しんたいしょう

体障がい者
しゃひょうしき

標識をつけた普
ふ つ う

通自
じ ど う し ゃ

動車

⑤ 　仮
かりめんきょれんしゅうひょうしき

免許練習標識＊４をつけた自
じ ど う

動車
しゃ
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初心運転者、高齢運転者、聴覚障がいのある
運転者などの保護4

法71（5の4）

法71の5、
　71の6

初心運転者標識などの表示義務1

＊１

　車の前と後ろの、地
上0.4m以上、1.2m以
下の見やすいところへ
つけます。
＊２

　両耳の聴力が補聴器
を用いても10mの距離
で90デシベルの警音器
の音が聞こえない程度
の障がいをいいます。

＊４

仮免許練習標識…

＊３

　その場合は、運転す
るときに幅の広いルー
ムミラーなどを使用し
なければなりません。
　また、その標識をつ
けている運転者は警音
器の音が聞こえないこ
とがあるので、安全に
通行できるように、周
囲の運転者は配慮しま
しょう。

幅
は ば よ

寄せ 割
わ

り込
こ

み

仮  免  許
練  習  中

初心者マークの表示
が免除される場合

① 普通免許を通算し
て２年以上受けて
いた人が準中型免
許を受けた場合

② 大型、中型、準中
型、普通免許を通
算して１年以上受
けていた人が免許
を失効し、6ヵ月
以内に再取得した
場合

など

ちょっと注目

初心運転者標識や仮免許練習標識などを表示している車の保護2

①　準
じゅんちゅうがためんきょ

中型免許を受
う

けて1年
ねん

を経
け い か

過していない初
し ょ し ん う ん て ん し ゃ

心運転者が

準
じゅんちゅうがたじどうしゃ

中型自動車または普
ふ つ う じ ど う し ゃ

通自動車を運
うんてん

転するときや、普
ふ つ う め ん き ょ

通免許を

受
う

けて1年
ねん

を経
け い か

過していない初
しょしん

心運
うんてんしゃ

転者が普
ふ つ う じ ど う し ゃ

通自動車を運
うんてん

転す

るときは、その車
くるま

の前
まえ

と後
うし

ろの定
さだ

められた位
い ち

置＊１に初
しょしんうんてんしゃ

心運転者

標
ひょうしき

識（初
しょしんしゃ

心者マーク）をつけなければなりません。

②　70歳
さい

以
いじょう

上の高
こうれいうんてんしゃ

齢運転者が普
ふ つ う じ ど う し ゃ

通自動車を運
うんてん

転するときは、その

車
くるま

の前
まえ

と後
うし

ろの定
さだ

められた位
い ち

置＊１に高
こうれいうんてんしゃひょうしき

齢運転者標識（高
こうれいしゃ

齢者マ

ーク）をつけるようにしましょう。

③　聴
ちょうかく

覚障
しょう

がい＊２のあることを理
り ゆ う

由に免
めんきょ

許に条
じょうけん

件を付
ふ

されている

人
ひと

が準
じゅんちゅうがたじどうしゃ

中型自動車または普
ふ つ う じ ど う し ゃ

通自動車を運
うんてん

転するときは、その車
くるま

の

前
まえ

と後
うし

ろの定
さだ

められた位
い ち

置＊１に聴
ちょうかく

覚障
しょう

がい者
しゃひょうしき

標識（聴
ちょうかく

覚障
しょう

がい者
しゃ

マーク）をつけなければなりません。＊３

④　肢
し た い

体不
ふ

自
じ ゆ う

由であることを理
り ゆ う

由に免
めんきょ

許に条
じょうけん

件を付
ふ

されている人
ひと

が普
ふ つ う

通自
じ ど う し ゃ

動車を運
うんてん

転するときは、その車
くるま

の前
まえ

と後
うし

ろの定
さだ

められた

位
い ち

置＊１に身
しんたいしょう

体障がい者
しゃひょうしき

標識（身
しんたいしょう

体障がい者
しゃ

マーク）をつけるよう

にしましょう。
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こどもを車内に残さ
ない…
　こどもを車内に残
したまま車から離れ
ると、いたずらにより
車が動き出したり、火
災などの事故が起き
るおそれがあります。
　また、炎天下では、
車内がたいへん高温
となり危険です。
　車から離れるとき
は、こどもを車内に
残さないようにしま
しょう。

ちょっと注目

（2）放置車両確認標章が取りつけられたとき

　違
い ほ う

法に駐
ちゅうしゃ

車している車
くるま

に対
たい

しては、放
ほうちしゃりょう

置車両

確
かくにんひょうしょう

認標章が取
と

りつけられることがあります。
　この場

ば あ い

合、その車
くるま

の使
し よ う し ゃ

用者（自
じどうしゃけんさしょう

動車検査証に
記
き さ い

載されている使
し よ う し ゃ

用者）は、運
うんてんしゃ

転者が反
はんそくきん

則金を
納
の う ふ

付しなかったときなどには、放
ほ う ち い は ん き ん

置違反金の
納
の う ふ

付を命
めい

じられることになります。
　放

ほうちしゃりょうかくにんひょうしょう

置車両確認標章は、その車
くるま

の運
うんてんしゃ

転者やその
車
くるま

の管
か ん り

理について責
せきにん

任がある人
ひと

は、取
と

り除
のぞ

くこ
とができます。（それ以

い が い

外の人
ひと

は、破
やぶ

ったり、
汚
よご

したり、取
と

り除
のぞ

いたりしてはいけません。）
運
うんてん

転するときは、交
こ う つ う じ こ ぼ う し

通事故防止のため、この
標
ひょうしょう

章を取
と

り除
のぞ

きましょう。

駐車違反

放置車両確認標章

速やかに移動して下さい。

この車は、“放置車両”であることを確認しました。

警察署長
取 扱 者

日  時

場  所

態  様

違
　
反

　
状

　
況

電話番号

　なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内
に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付を
した場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付され
た場合は、この限りではありません。

標章番号
登録（車両）番号 号の使用者  殿

この車の使用者、運転者その他この車の管理責任者以外の者がこの標章
を破損・汚損し、又は取り除くと処罰されます。

運転するときは、交通事故防止のため、この標章を取り除いてください。

この車の使用者は、　　公安委員会から放置違反金
の納付を命ぜられることがあります。

車
くるま

から離
はな

れるときは、車
くるま

が暴
ぼうそう

走したり（二
に り ん し ゃ

輪車が転
てんとう

倒したり）しないように、

つぎのような措
そ ち

置をとらなければなりません。

車から離れるときの措置5

（1）四輪車の場合

①　ハンドブレーキ（駐
ちゅうしゃ

車ブレーキ）をかけ、エンジンを止
と

めます。

②　ギアは、平
へ い ち

地や下
くだ

り坂
ざか

ではバック、上
のぼ

り坂
ざか

ではローに入
い

れておきます。

オートマチック車
しゃ

の場
ば あ い

合は、場
ば し ょ

所に関
かんけい

係なく、

チェンジレバーをPの位
い ち

置にしておきます。

③　坂
さかみち

道では、輪
わ ど

止めをします。

放置違反金を納付し
ないと…
放置違反金を期限

までに納付しないと、
検査時に自動車検査
証の返付を受けるこ
とができなくなるこ
とがあります。

ちょっと注目

法71（5）

危険防止のための措置1
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車
くるま

の運
うんてんしゃ

転者は、定
さだ

められた乗
じょうしゃていいん

車定員（運
うんてんしゃ

転者を含
ふく

みます。）や積
せきさい

載の制
せいげん

限を

こえて、人
ひと

を乗
じょうしゃ

車させたり、荷
に も つ

物を積
つ

んだりして運
うんてん

転してはいけません。

乗車定員と積載の制限1

乗車または積載の制限3

車の種類 乗車定員 積載物の重量 積載物の大きさと積載の方法

自動車検査証
か軽自動車届
出済証に記載
されている乗
車定員
 ミニカーは
1人

1人

運転者用以外

の座席がある

ものは2人

自動車検査証
か軽自動車届
出済証に記載
されている最
大積載量
ミニカーは
90kg

60kg

30kg

700kg

1人

1人

運転者用以外

の座席がある

ものは2人

三輪の普通自動車と総排気量660cc以下の

普通自動車は、高さ2.5m以下

﹇
側
車
付
を
除
く
﹈

大
型
自
動
二
輪
車

普
通
自
動
二
輪
車

原
動
機
付
自
転
車

小
型
特
殊
自
動
車

　　●　こどもが乗車する場合の計算のしかた
12歳未満のこどもは、3人を大人2人として計算します。

   （乗車定員－乗車した大人の数）×1.5
　　　　　　　　＝乗車できるこどもの数
　※小数点以下は切り捨てます。

乗車定員5人の自動車に大人2人が乗車した場合、

こどもは何人乗せることができるでしょうか？

●　乗車定員と積載の制限

法57Ⅰ
令22、23
保安基準
　　 53Ⅱ

練  

習
答  

え
　　　　

人

＝
乗車定員の計算のしかた

※解答は次ページ

＊１

積載方法の高さ制限
　公安委員会が道路ま
たは交通の状況により
支障がないと認めて、
4.1mをこえない範囲で
高さを定める場合があ
ります。

特定の構造の普通自
動車や大型特殊自動
車は…

　つぎのような自動
車の乗車定員と最大
積載量は、以下のよ
うになります。（運転
者用以外の座席があ
る場合の定員は〈〉内）

①　35km/h以上の速度
を出すことができ
ない構造の農業用
薬剤散布車である
普通自動車
…定員　1〈2〉人　
　積載　1,500kg

②　35km/h以上の速度
を出すことができ
ない構造の農耕作
業用自動車である
大型特殊自動車
…定員　1〈2〉人

③　車体の大きさが、
長さ4.7m以下、幅
1.7m以下、高さ
2 . 8 m以下で 、
15km/hをこえる
速度を出すことが
できない構造の大
型特殊自動車
…定員　1〈2〉人
　積載　1,000kg

ちょっと注目

大
型
特
殊
自
動
車

大
型
自
動
車

中
型
自
動
車

準
中
型
自
動
車

普
通
自
動
車

AQ
自動車の長さ×1.1 以下
（長さ＋長さの　）

自動車の
幅  以  下

3.8m
以 下
＊１

積載装置の幅
＋左右0.15m以下

積載装置の長さ
＋0.3m以下

2.0m
以 下

AQ
自動車の長さ×1.1 以下
（長さ＋長さの　）

自動車の
幅  以  下

2.0m
以 下



ピックアップPick up

路線バスを利用する旅客は、以下の物品を車内に持ち込んではいけません。
また、旅客自動車運送事業者は、旅客が乗車している車両で以下の物品を運搬してはいけません。

①　火薬類（50発以内の実包や空包で、弾帯または薬ごうに挿入してあるものを除く。）
②　玩具用煙火（100グラム以下のものを除く。）
③　引火性液体（ガソリン、灯油、軽油など。ただし、喫煙用ライターや懐炉に使用しているものを除く。）
④　フィルムその他のセルロイド類（100グラム以下のものを除く。）
⑤　発火性物質や爆発性物質（黄りん、カーバイト、マグネシウム粉、過酸化ソーダなど）
⑥　放射性物質等
⑦　腐食性物質（苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸など）
⑧　高圧ガス（消火器内に封入した炭酸ガスや医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。）
⑨　有毒ガスや、有毒ガスを発生するおそれのある物質（クロロ・ホルム、ホルマリンなど）
⑩　刃物

⑪　マッチ（500グラム以下のものを除く。）
⑫　電池（乾電池は除く。）
⑬　死体
⑭　動物（身体障がい者補助犬や愛玩用の小動物を除く。）
⑮　事業用自動車の通路や出入口または非常口をふさぐおそれのあるもの
⑯　その他、他の旅客の迷惑となるおそれのあるものや、車内を著しく汚損するおそれのあるもの

149●
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持ち込みが制限される物品について

※ただし、つぎの条件に適合する場合は持ち込むことができます。
① 火薬類
 ア 300グラム以下の猟銃雷管や信号雷管で、振動、衝撃などで発火するおそれのない容器に入れてあるもの
 イ 500グラム以下の信号焔管や信号火せん
 ウ 100グラム以下の競技用紙雷管
 エ 800発をこえない競技用の公称口径22のへり打ちのライフル銃用実包及び拳銃用実包
 オ 銃器にそうてんした実包や空包（職務のため銃器を所持する警察官や監獄官吏などが持ち込む場合に限る。）

② 引火性液体
 ア 0.5リットル以下で、もれるおそれのない容器に密閉し、容器が破損しないように包装してあるもの
 イ 10キログラム以下の引火のおそれのあるペンキ類で、金属製容器に密閉してあるもの

③ セルロイド類
 ア 300グラム以下で、紙箱などの電気絶縁物質で包装してあるもの
  イ 映画用フィルムで、ファイバなどの不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの（容器は、振動衝撃など
でふたが開くことのないようにしてあること）

 ウ 映画用フィルムで、フィルム用容器に入れ、帆布製の袋に入れてあるもの

④ 25キログラム以下の乾燥した状態のカーバイトで、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
⑤  500グラム以下の写真撮影用せん光粉で、飛散するおそれのない容器に密閉し、容器が破損しないように包装
してあるもの

⑥ 腐食性物質
 ア 0.5リットル以下で、もれるおそれのない容器に密閉し、容器が破損しないように包装してあるもの
 イ 25グラム以下の固体の苛性カリで、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの

⑦  0.5リットル以下の液体青酸、クロロホルム、ホルマリンで、もれるおそれのない容器に密閉し、容器が破損し
ないように包装してあるもの

⑧ 刃物であって、他の旅客に危害を及ぼすおそれがないようにこん包してあるもの
⑨ 電池であって、感電及び火災のおそれのないように保護されたもの
⑩  動物であって、一般貸切旅客自動車運送事業者又は一般乗用旅客運送事業者が運送契約において事業用自
動車内に持ち込むことについて同意したもの
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一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款

運輸省告示第372号
昭和48年9月6日

最終改正　令和2年11月

　 （適用範囲）
第１条　当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定める
ところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習に
よります。

２　当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に
応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

　 （係員の指示）
第２条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指示に従わな
ければなりません。

　 （運送の引受け）
第３条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合を除
いて、旅客の運送を引き受けます。

　 （運送の引受け及び継続の拒絶）
第４条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することが
あります。
（1） 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
（2） 当該運送に適する設備がないとき。
（3） 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
（4） 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
（5） 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
（6） 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
（7） 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を
携帯しているとき。

（8） 旅客が第４条の３第３項又は第４項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯している
とき。

（9） 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔して
いるとき。

（10） 旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
（11） 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
（12） 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、ニ類
感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症（入院を必要とするものに限る。）
の患者（これらの患者とみなされる者を含む。）又は新感染症の所見のある者であるとき。

第４条の２　当社の禁煙車両（禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。）内では、
旅客は喫煙を差し控えていただきます。

〈付録〉
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２　旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するよ
うに求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶するこ
とがあります。

　 （手回品の持込み制限）
第４条の３　旅客は、第４条第７号の物品を車内に持ち込むことができません。
２　当社は、旅客の手回品（旅客の携行する物品をいう。以下同じ。）の中に前項の物品が収納され
ているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。

３　当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶することが
あります。

４　当社は、旅客が第２項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第１項の物品
と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をし
ない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。

　 （運賃及び料金）
第５条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は
地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。

２　前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額に
よります。

　 （運賃及び料金の収受）
第６条 当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。

　 （旅客に対する責任）
第７条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生
じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠ら
なかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車
に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。

２　前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終
ります。

第８条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただ
し、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではあ
りません。

第９条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため
一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じ
ません。

　 （旅客の責任）
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守ら
ないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。


